
資料２　北本市公共施設等総合管理計画　新旧対照表（第１～２章）

（下線は改正部分）

頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
1 第１章　はじめに 第１章　はじめに

1 1.1　本計画策定の背景と目的 1.1　本計画策定の背景と目的

1 　本市では、1970年代からの人口増加に合わせて、公共施設及びインフラ施
設（以下「公共施設等」という。）を整備してきました。それらの公共施設
のうち、延床面積では全体の６割以上が建設後30年を経過し、加えて、公共
下水道、道路、橋りょうなどのインフラ施設の多くも、老朽化が進んでいま
す。

　本市では、1970年代からの人口増加に合わせて、公共施設及びインフラ施
設（以下「公共施設等」という。）を整備してきました。本計画を策定した
2016年度時点で、公共施設のうち、延床面積では全体の６割以上が建設後30
年を経過しており、多くのインフラ施設（公共下水道、道路、橋りょう等）
も老朽化が進んでいました。

1 　一方で、少子高齢化による人口減少の時代を迎え、今後、扶助費の増加や
税収の大幅な落ち込みが想定されることから、公共施設等への投資力が低下
し、このままでは現状どおりに公共施設等を維持・更新していくことが困難
な状況となることから、この問題を解決していくことが、今後、健全な財政
運営を進めていく上で、喫緊の課題となっています。

　一方で、少子高齢化による人口減少の時代を迎え、扶助費の増加や税収の
大幅な落ち込みが想定されることから、公共施設等への投資力が低下し、こ
のままでは現状どおりに公共施設等を維持・更新していくことが困難な状況
となることから、この問題を解決していくことが、今後、健全な財政運営を
進めていく上で、喫緊の課題となっていました。

1 また、2014年４月には総務省より「公共施設等総合管理計画の策定にあ
たっての指針」が示され、地方公共団体は、すべての公共施設等の総合的か
つ計画的な管理を推進するための「公共施設等総合管理計画」の策定が求め
られました。これらのことから本市においても2017年３月に公共施設等の将
来のあり方を定める「北本市公共施設等総合管理計画」を策定しました。

また、2014年４月には総務省より「公共施設等総合管理計画の策定にあ
たっての指針」が示され、地方公共団体は、すべての公共施設等の総合的か
つ計画的な管理を推進するための「公共施設等総合管理計画」の策定が求め
られました。このような背景のもと、本市では、公共施設等の将来のあり方
を定める「北本市公共施設等総合管理計画」を2017年3月に策定しました。

1 　本改訂は、改めて2018年２月に総務省より「公共施設等総合管理計画の策
定にあたっての指針の改訂について」が示され、2020年３月に策定した適正
配置計画及び2021年３月に策定した個別施設計画（学校教育系施設及び子育
て支援施設のみ）等について、内容を整理しつつ反映したものです。

　本改訂は、2023年10月に総務省より示された「公共施設等総合管理計画の
策定にあたっての指針の改訂について」をもとに、各個別施設計画等の実施
状況等について、2025年度末現在の社会情勢等も合わせて整理し反映したも
のです。

1 1.2　計画の位置づけ 1.2　計画の位置づけ

1 本計画は、本市の最上位計画である第五次北本市総合振興計画の実現のた
め、各種個別計画と連携を図りながら、公共施設等の総合的かつ計画的な管
理を推進するための基本的な方針を示したものです。

本計画は、本市の最上位計画である第六次北本市総合振興計画の実現のた
め、各種個別計画と連携を図りながら、公共施設等の総合的かつ計画的な管
理を推進するための基本的な方針を示したものです。

現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案



頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案

1 公共施設については、前回定めた目標の重要性を考慮し、市全体の施設の
再編の方向性を示した適正配置計画を個別施設計画の前段に加えたものと位
置づけ、二つの計画を合わせて北本市公共施設マネジメント実施計画として
おります。

公共施設については、本計画策定当初に定めた目標の重要性を考慮し、市
全体の施設の再編の中長期的方向性を示した適正配置計画を個別施設計画の
前段に加えたものと位置づけ、二つの計画を合わせて北本市公共施設マネジ
メント実施計画としています。

1 図1-1：本計画の位置付け 図1-1：本計画の位置付け

1.3　計画期間



頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案

　本計画は中長期的な公共施設等の管理に関する計画であること、施設（建
物）の統廃合は基本的に建物の更新の機会を捉えて行うこと等から計画期間
を2017年度から2056年度までとし、総合振興計画やその他の関連計画の改訂
等と併せ定期的に見直しを行いますが、経済環境や社会保障制度の変更など
計画の方針に係る変化が生じた場合、必要に応じて見直すものとします。

図1-2 総合管理計画の計画期間



頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案

2 1.3　対象施設 1.4　対象施設

2 本計画の対象施設は、公共下水道事業施設の中丸中継ポンプ場及び公園施
設を除く建築物である「公共施設」と道路や橋りょうなどの社会基盤である
「インフラ施設」を合わせた公共施設等とし、河川（水路含む）、久保特定
土地区画整理事業は含まないものとします。その他に、一部事務組合で運営
している消防施設、水道施設、ごみ処理施設及び衛生施設については本計画
の対象外としています。総務省の試算ソフトには含まれていない公園につい
ては長期的な費用の試算が困難であることから、将来費用及び投資的経費等
の平均額の対象には含まないものとします。

また、公共施設等は普通会計と公営事業会計に区分され、公営事業会計に
は下水道が該当します。

本計画の対象施設は、公共下水道事業施設の中丸中継ポンプ場及び公園施
設を除く建築物である「公共施設」と道路や橋りょうなどの社会基盤である
「インフラ施設」を合わせた公共施設等とし、河川（水路含む）、久保特定
土地区画整理事業は含まないものとします。その他に、一部事務組合で運営
している消防施設、水道施設、ごみ処理施設及び衛生施設については本計画
の対象外としています。

また、公共施設等は普通会計と公営企業会計に区分され、公営企業会計に
は下水道が該当します。

2 図1-2：本計画の対象施設 図1-3：本計画の対象施設
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頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案

3 1.3.1　公共施設 第２章での掲載とするため、削除

3 　本市の所有する公共施設は91施設あり、総延床面積は15万1,023.13㎡と
なっています。
　総務省の「公共施設等更新費用試算ソフト仕様書（2016年版）」を参考
に、公共施設を大分類、中分類で分けた施設数等の詳細は以下のとおりで
す。

第２章での掲載とするため、削除

3 表1-1：公共施設の建物の用途別延床面積 第２章での掲載とするため、削除

（略）
出典：北本市固定資産台帳（2020年度）

第２章での掲載とするため、削除

4 1.3.2　インフラ施設 第２章での掲載とするため、削除

　道路や橋りょうなどのインフラ施設は以下のとおりです。 第２章での掲載とするため、削除

（略）
出典：北本市固定資産台帳（2020年度）、北本市公共下水道固定資産台帳
（2020年度）、公園台帳（2020年度）

第２章での掲載とするため、削除



頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案

5 第２章本市の現状と将来の見通し 第２章本市の現状と課題

5 2.1　人口の状況 2.1　人口の状況

5 　本市の総人口及び年齢３区分別人口の推移と将来推計を示します。 削除

5 本市の人口は、1970年から概ね増加が続き、2005年をピークにその後は減
少が続いています。年齢構成を３つの区分に分け、その推移を見ると、老年
人口（65歳以上）が増加する一方、年少人口（15歳未満）は、1980年以降は
減少傾向にあるほか、1995年まで増加していた生産年齢人口（15～64歳）も
2000年には減少に転じています。また、総人口に占める年齢３区分別人口の
構成割合も概ね同様の傾向となっており、今後もこうした傾向が続くことが
予想されます。

本市の総人口は、1970年から概ね増加が続き、2005年をピークにその後は
減少に転じています。

年齢３区分別人口に着目すると、老年人口（65歳以上）が増加している一
方、2020年の年少人口（15歳未満）は、1980年の半数以下まで減少を続けて
いるほか、1995年まで増加していた生産年齢人口（15～64歳）も2000年には
減少に転じ、今後も当面の間、これらの傾向が続く見込みです。

5 　本市の人口割合は、1970年に年少人口、生産年齢人口、老年人口の比率が
28.3％、68.0％、3.7％と年少人口が老年人口の約８倍であったのに対し、
2005年には老年人口が年少人口を上回り、2010年には超高齢社会と言われる
21％を超過、一昨年の2020年にはそれぞれ、10.2％、57.2％、32.7％となり
ました。更に独自推計によれば、2055年には、それぞれ7.7％、48.5％、
43.9％と老年人口が年少人口の約６倍になることが見込まれており、顕著な
少子高齢化が急速に進むと予測されています。人口や世代構成の変化によ
り、公共施設等に求められる機能や規模も変化することが推測されます。

　また、本市の人口割合は、1970年に年少人口、生産年齢人口、老年人口の
比率が28.3％、68.0％、3.7％と年少人口が老年人口の約８倍であったのに対
し、2005年には老年人口が年少人口を上回り、2010年には超高齢社会と言わ
れる21％を超過、2020年にはそれぞれ、10.2％、57.2％、32.6％となりまし
た。更に独自推計によれば、2055年には、それぞれ7.3％、46.6％、46.1％と
老年人口が年少人口の約６倍以上になることが見込まれており、少子高齢化
が急速に進むと予測されています。



頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案

5 図2-1：総人口及び年齢３区分別人口の推移と将来推計 図2-1：総人口及び年齢３区分別人口の推移と将来推計

5

5 出典：国勢調査（～2020年）、第五次北本市総合振興計画後期基本計画
（2025～2035年）、独自推計結果（2040～2055年）

出典：国勢調査（～2020年）、住民基本台帳人口（2025年10月1日時点）、推
計値については第六次北本市総合振興計画基本構想（2030～2050年）及び独
自推計結果（2055年）

6 2.2　財政状況 2.2　財政状況

2.2.1　歳入決算額の推移 2.2.1　歳入決算額の推移

6 本市の普通会計の歳入決算額は、2006年度から2009年度は163～183億円程
度であったものが、2010年度以降、小・中学校校舎耐震補強及び大規模改修
事業、庁舎建設事業等の実施による地方債の増加により、206～225億円程度
まで増加しましたが、一連の大型事業が終了し、2015年度からは減少してい
ます。2015年度以降は200億円前後で推移していましたが、2020年度は新型コ
ロナウィルス感染症対策関連の国庫支出金が増加したため、歳入決算額は291
億円となりました。

　本市の普通会計の歳入決算額は、生産年齢人口の増加とともに市税及び決
算総額も増加し続けてきましたが、2010年度以降は、市税は横ばいとなって
いる一方で、人口構造の変化に対応するための社会保障関連事業実施などに
より、国庫支出金の依存財源が増加傾向にあります。
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頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案

6 歳入決算の割合については、特殊事情となる2020年度ではなく、2019年度
を見ると、地方税が約89億円、次いで国庫支出金の約31億円、地方交付税の
約22億円の順であり、自主財源の割合が54.1％、依存財源の割合が45.9％
と、歳入の約半分を地方交付税など国や県からの財源が占める状況となって
います。

歳入決算の割合については、2024年度を見ると、市税が約89.4億円、次い
で国庫支出金の約50.2億円、地方交付税の約35.7億円の順であり、自主財源
の割合が49.1％、依存財源の割合が50.9％と、市の財政の約半分を国や県か
らの財源に依存している状況となっています。

6 図2-2：歳入決算額の推移（普通会計） 図2-2：人口及び歳入決算額の推移（普通会計）

6

6 出典：総務省「決算カード」、2020年度は行政報告書「決算カード」 出典：国勢調査（1975年～2020年10月１日時点）、住民基本台帳（2024年10
月１日時点）、決算カード



頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案

7 2.2.2　歳出決算額の推移 2.2.2　歳出決算額の推移

7 　本市の普通会計の歳出決算額は、2006年度から2009年度については155～
174億円程度で推移しておりましたが、2010年度から2014年度までに実施した
小・中学校校舎耐震補強及び大規模改修事業、庁舎建設事業等により普通建
設事業費が増加し、198～215億円程度となりました。一連の大型事業が終了
した2015年度から2019年度は200億円前後で推移していましたが、2020年度は
新型コロナウィルス感染症対策に係る補助費等の増加により、279億円となり
ました。

　本市の普通会計の歳出決算額は、2010年度から2014年度までに実施した
小・中学校校舎耐震補強及び大規模改修事業、庁舎建設事業等により普通建
設事業費が増加しました。これら大型事業の財源とした市債返済のため、
2015年度以降は公債費が増加したことから、市では普通建設事業費を抑制し
続けてきました。
　また、児童福祉費や社会福祉費に係る給付費が増加していることから扶助
費は年々増加し、現在では約69.7億円、2015年度からの10年間で約1.6倍にま
で増加しています。

7 　扶助費については2006年度より増加傾向であり、2020年度には50.6億円と
なり2006年度の2.5倍となっております。また、公債費 については2010年度
から2014年度の普通建設事業費の市債及び臨時財政対策債の返済のため、
2014年度から増加しており2020年度には24億円と2006年度の1.5倍となってお
ります。

　歳出全体を見ると、歳入と同様、2000年度までは増加傾向にありました。
一連の普通建設事業が終了した2015年度以降は200億円前後で推移していまし
たが、2020年度は新型コロナウイルス感染症対策に係る補助費等の増加によ
り過去最大の約279.0億円となりました。2024年度については物価高騰対策も
含めた扶助費の増大により約266.0億円と、2020年度の最高額に迫る財政規模
となっています。

7 　歳出決算の割合については、特殊事情となる2020年度ではなく、2019年度
で見ると義務的経費が全体の51.8％を占め、その中でも扶助費が最も多く約
48.6億円、次いで人件費の約33.3億円の順となっています。

　歳出決算の割合については、2024年度には義務的経費が全体の48.4％を占
め、その中でも最も多い扶助費が約69.7億円、次いで人件費約37.7億円、公
債費約21.3億円の順となっています。



頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案

7 図2-3：歳出決算額の推移（普通会計） 図2-3：人口及び歳出決算額の推移（普通会計）

7

7 出典：総務省「決算カード」、2020年度は行政報告書「決算カード」 出典：国勢調査（1975年～2020年10月１日時点）、住民基本台帳（2024年10
月１日時点）、決算カード

8 2.2.3　財政力指数と経常収支比率 2.2.3　財政力指数と経常収支比率

8 　地方公共団体の財政力を示す指標である財政力指数は、2020年度時点で
0.80（同類型市の2019年度の平均は0.74）となっています。財政力指数が高
いほど財源に余裕があり、本市は全国の同類型市に比べ比較的財政力の高い
市といえます。

　地方公共団体の財政力を示す指標である財政力指数は、数値が高いほど財
源に余裕があるもので、2024年度時点で0.72（同類型市の平均は0.70）と
なっています。全国の同類型市と比較すると、以前は比較的財政力の高い市
と言えましたが、近年は同類型市と同程度の財政力となっています。

8 　一方、財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率は2020年度時点で
91.2％（同類型市の2019年度の平均は93.9％）となっており、この値が低い
ほど新たな施策等に充てられるお金が多くあることを示しています。同類型
市と比較してやや低い値となっていますが、弾力性があるとまでは言えませ
ん。

　一方、財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率は、この値が低い
ほど新たな施策等に充てられるお金が多くあることを示しており、2024年度
時点で92.0％（同類型市の平均は94.1％）となっています。同類型市と比較
してやや低い値となっていますが、弾力性があるとまでは言えません。
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8 図2-4：財政力指数の年度別推移 図2-4：財政力指数の年度別推移

8

8 出典：総務省「財政状況類似団体比較カード」

8 図2-5：経常収支比率の年度別推移 図2-5：経常収支比率の年度別推移

8

8 出典：総務省「財政状況類似団体比較カード」
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9 2.3　公共施設等の現状 2.3　公共施設等の現状

9 2.3.1　公共施設の現状 2.3.1　公共施設の現状

9 （1）公共施設の用途別延床面積 （1）公共施設の用途別延床面積

9 　延床面積の内訳によると、学校教育系施設が全体の53.3％、次いで市民文
化系施設の12.6％、行政系施設の7.3％の順となっており、この３分類で全体
の約７割を占めています。

　延床面積の内訳によると、学校教育系施設が全体の53.2％、次いで市民文
化系施設の17.5％、行政系施設の7.3％の順となっており、この３分類で全体
の8割弱を占めています。

9 図2-6：公共施設の用途別延床面積割合 図2-6：公共施設の用途別延床面積割合

9

9 出典：北本市固定資産台帳（2020年度） 出典：北本市固定資産台帳（2024年度）
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9 表2-1：公共施設の用途別延床面積と割合 表2-1：公共施設の用途別延床面積と割合

9

9 出典：北本市固定資産台帳（2020年度） 出典：北本市固定資産台帳（2024年度）

10 （2）公共施設の築年別整備状況 （2）公共施設の築年別整備状況

10 　本市の管理する公共施設の総延床面積は約15万㎡です。1968年度以降、学
校をはじめとして継続的に施設を建設してきました。1983年度には文化セン
ター（中央公民館、中央図書館）、1990年度には体育センターを新たに整備
し、2014年度には市役所庁舎の建替えを行っています。

　本市の管理する公共施設の総延床面積は約15万㎡です。1968年度以降、学
校をはじめとして継続的に施設を建設してきました。1983年度には文化セン
ター（中央公民館、中央図書館）、1990年度には体育センターを新たに整備
し、2014年度には市役所庁舎の建替えを行っています。
　2024年度現在、大規模改修の目安となる築30年以上経過した公共施設は延
床面積全体の約８割を占めています。

分類 面積（㎡） 割合（％）

学校教育系施設 80,494.48 53.3

市民文化系施設 18,986.81 12.6

行政系施設 11,054.13 7.3

保健・福祉施設 8,696.55 5.8

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 8,855.72 5.9

子育て支援施設 6,414.73 4.2

社会教育系施設 4,489.06 3.0

公営住宅 1,555.59 1.0

産業系施設 938.90 0.6

供給処理施設 423.00 0.3

その他 9,114.16 6.0

計 151,023.13 100.0

分類 面積（㎡） 割合（％）

学校教育系施設 80,364.78 53.2

市民文化系施設 26,505.56 17.5

行政系施設 11,052.13 7.3

保健・福祉施設 8,855.72 5.9

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 8,696.55 5.7

子育て支援施設 5,957.09 3.9

社会教育系施設 3,110.49 2.1

公営住宅 1,555.59 1.0

産業系施設 938.90 0.6

供給処理施設 423.00 0.3

その他 3,711.42 2.5

計 151,171.23 100.0
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10 図2-7：公共施設の年度別整備状況 図2-7：公共施設の年度別整備状況

10

出典：北本市固定資産台帳（2024年度）

11 （3）耐震化の状況 （3）耐震化の状況

　本市では、北本市住宅・建築物耐震改修促進計画を策定し、建築物の耐震
化を促進してきました。市が所有し、多数の者が利用する建築物は、耐震化
率100％となりましたが、引き続き小規模な建築物についても耐震化を促進
し、居室を有する建築物については2025年度までに耐震化率100％を目標とし
て設定しています。

　本市では、「北本市住宅・建築物耐震改修促進計画」により、建築物の耐
震化を促進してきました。市が所有し、多数の者が利用する建築物及び小規
模な建物のうち、居室を有する建築物については、耐震化率100％を達成しま
した。今後は、居室を有しない建築物についての耐震化率の向上に努めま
す。
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図2-6：公共施設の耐震化状況 表2-2　市有建築物（居室を有する建築物）の耐震化率（2025年10月１日時
点）

出典：北本市住宅・建築物耐震改修促進計画（2026年度～2030年度）

12 （4）公共施設の利用状況 （4）公共施設の利用状況

　地区公民館等の利用者は、年度による増減があるもののおおむね横ばいで
あるといえます。2015年度から2018年度までは多くの施設で増加しているこ
とがわかります。
　2019年度から2020年度については、コロナ禍の休館等により減少しており
ます。

　地区公民館等の利用者は、年度による増減があるものの概ね横ばいである
といえます。2015年度から2018年度までは多くの施設で増加していることが
わかります。
　2019年度から2021年度については、新型コロナウイルスの感染拡大による
休館等により減少しましたが、現在は回復傾向です。
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12 図2-9：市民文化系施設の利用状況（地区公民館等、集会室の利用を含む） 図2-8：市民文化系施設の利用状況（地区公民館等、集会所の利用を含む）

12

12 　中央公民館、中央図書館については2011年度から2013年度にかけて増加し
ていますが、おおよそ横ばいです。
　野外活動センターについても、５万人程度で推移しています。体育セン
ターについては増加傾向であり、2018年度は2006年度の約1.7倍となっていま
す。

　中央公民館、中央図書館については概ね横ばいで推移しています。
　野外活動センターについても、５万人程度で推移していますが、近年は
キャンプメニューの拡充などにより、やや増加傾向にあります。
　体育センターについては、2018年度まで増加傾向にありましたが、2019年
度から2021年度の新型コロナウイルスの感染拡大による休館等により利用者
数が減少しました。また、2024年度には、メインアリーナ等の特定天井等改
修工事による休館等により、13万人程度の利用者数となっています。
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12 図2-10：中央公民館、中央図書館、野外活動センター、体育センターの利用
状況

図2-9：中央公民館、中央図書館、野外活動センター、体育センターの利用状
況

12

13 　学校教育系施設（小学校）の児童数全体については、2006年度の3,880人に
対して、2020年度は2,726人と15年間で約３割減少しています。学校別に見る
と西小学校、南小学校、北小学校はほぼ横ばいであるのに対し、旧栄小学
校、中丸東小学校、中丸小学校、東小学校は大幅な減少が見られます。な
お、栄小学校については、2020年度末に閉校しました。

　学校教育系施設（小学校）の児童数全体については、2010年度の3,771人に
対して、2025年度は2,524人と15年間で約33％減少しています。学校別に見る
と、近年は南小学校のみ増加傾向にあり、北小学校、西小学校、東小学校は
ほぼ横ばい、中丸小学校、石戸小学校、中丸東小学校は減少が見られます。
　なお、栄小学校については2020年度末に閉校し、石戸小学校に統合しまし
た。
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13 図2-11：学校教育系施設状況（小学校） 図2-10：学校教育系施設状況（小学校児童数）

13

13 　学校教育系施設（中学校）の生徒数については、2006年度の2,025人に対し
て、2020年度は1,538人と15年間で約24％減少しています。学校別に見ると北
本中学校、東中学校はほぼ横ばいであるのに対し、西中学校と宮内中学校は
大幅な減少が見られます。また、学校選択制の制度変更が要因と思われる増
減が2013年度前後に見られます。

　学校教育系施設（中学校）の生徒数については、2010年度の1,808人に対し
て、2025年度は1,312人と15年間で約27％減少しています。学校別に見ると北
本中学校、宮内中学校はほぼ横ばいであるのに対し、東中学校、西中学校は
減少が見られます。
　また、学校選択制の制度変更が要因と思われる増減が2013年度前後に見ら
れます。
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13 図2-12：学校教育系施設状況（中学校） 図2-11：学校教育系施設状況（中学校生徒数）

13

14 　保健・福祉施設（保育所）の児童数については、全体としては減少傾向で
す。東保育所の建替え、定員変更により増加がみられます。

　子育て支援施設（保育所）の年間利用延べ児童数については、東保育所を
建替え、定員変更した2012年度以降一時的に増加しましたが、全体としては
減少傾向です。
　また、児童数の減少及び施設の老朽化に伴い、新たな公立保育所建物を建
築し、2023年10月に中央保育所と栄保育所を統合しました。
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14 図2-13：保健・福祉施設状況（保育所） 図2-12：子育て支援施設状況（保育所）

14

14 　保健・福祉施設（健康増進センター、総合福祉センター）の利用者数につ
いては、健康増進センターは、2011年度から2013年度は増加傾向ですが、
2014年度からは減少傾向です。総合福祉センターは横ばいです。

　保健・福祉施設（総合福祉センター、健康増進センター）の利用者数につ
いては、総合福祉センターは横ばいです。
　健康増進センターは、2019年度からの新型コロナウイルスの感染拡大によ
る休館や、2021年度の浴室の使用終了以降利用数が減少したまま横ばい傾向
となっています。2025年6月に栄市民活動交流センターへ一部機能移転を行
い、2025年度末に施設を廃止しました。
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14 図2-14：保健・福祉施設状況（健康増進センター、総合福祉センター） 図2-13：保健・福祉施設状況（総合福祉センター、健康増進センター）

14

15 （5）近隣市、同類型市との行政財産の延床面積比較 （5）近隣市、同類型市との行政財産の延床面積比較

15 　本市の市民１人当たり行政財産（建物）について、近隣市及び同類型市
（Ｐ８脚注14※参照）、県内全市平均と比較を行いました。本市の１人当た
り行政財産（建物合計）は2.31㎡/人であり、県内では合併市である飯能市、
鴻巣市に次いで大きくなっています。近隣市では桶川市より大きく、同類型
市では日高市と並んで２番目に大きくなっています。埼玉県内全市平均に比
べても大きく、人口を基準とした比較で公共施設面積が大きい市と言えま
す。

　本市の市民１人当たり行政財産（建物）について、近隣市及び同類型市
（Ｐ８脚注14※参照）、県内全市平均と比較を行いました。
  本市の１人当たり行政財産（建物合計）は2.34㎡/人であり、近隣市では桶
川市より大きく、同類型市では４番目に大きくなっています。埼玉県内全市
平均に比べても大きく、人口を基準とした比較で公共施設面積が大きい市と
言えます。
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15 図2-15：住民一人当たりの行政財産の延床面積比較（行政財産面積/住民基本
台帳登録人口）

図2-14：住民一人当たりの行政財産の延床面積比較（行政財産面積/住民基本
台帳登録人口）

15

15 出典：令和元年　埼玉県公共施設概要 出典：総務省統計局「2024年度公共施設状況調査」（公有財産（行政財産建
物合計）2025年３月31日現在、住民基本台帳人口　2025年１月１日現在）

15 　本市の市域１ｋ㎡当たりの行政財産（建物）について、近隣市及び同類型
市（Ⅱ－３）、県内全市平均と比較を行いました。本市の１ｋ㎡あたりの行
政財産（建物合計）は7,697㎡/ｋ㎡であり、志木市、鶴ヶ島市に次いで大き
く、近隣市では鴻巣市、桶川市よりも大きくなっています。県内全市平均に
比べても大きく、市域面積を基準とした比較でも公共施設面積が大きい市と
言えます。

削除

2.31

1.88

2.77

1.87 1.96 1.94

2.31

1.83 1.89

3.22

2.14

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

北本市 桶川市 鴻巣市

（合併市）

志木市 蓮田市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 白岡市 飯能市

（合併市）

県内全市

平均

（㎡/人）



頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案

15 図2-16：市域１k㎡当たりの行政財産の延床面積比較（行政財産面積/市域面
積）

削除

15 削除

15 出典：令和元年　埼玉県公共施設概要 削除

16 （6) 公共施設の分布状況 （6) 公共施設の分布状況

16 図2-17：公共施設の分布状況（2021年３月31日時点） 図2-15：公共施設の分布状況（2021年３月31日時点）

16 【図表省略】 【図表省略】

17 2.3.2　インフラ施設の現状 2.3.2　インフラ施設の現状

17 （1）道路 （1）道路

17 　本市はこれまでに約330㎞の道路を整備しました。 　本市はこれまでに約340㎞の道路を整備しました。

17 表2-2：道路の整備状況 表2-3：道路の整備状況

17

17 出典：北本市固定資産台帳（2020年度） 出典：北本市固定資産台帳（2024年度）

17 （2）橋りょう （2）橋りょう

17 　本市はこれまで全98本、2,145㎡の橋りょうを整備しました。 　本市はこれまで全98本、2,145㎡の橋りょうを整備しました。

箇所数等 備考

道路 市道 2,231路線 面積：1,711,838㎡

分　類 箇所数等 面積

道路 市道 2,250路線 1,713,119㎡

分　類
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17 表2-3：橋りょうの整備状況 表2-4：橋りょうの整備状況

17

17 出典：北本市固定資産台帳（2020年度） 出典：北本市固定資産台帳（2024年度）

17 （2）公共下水道 （2）公共下水道

17 　本市の公共下水道（管きょ）は、1964年度から整備を開始し、特に1974年
度から1997年度にかけては、毎年4,000ｍ以上の公共下水道（管きょ）を整備
してきました。現在も継続して整備を進めています。

　本市の公共下水道（管きょ）は、1964年度から整備を開始し、特に1974年
度から1997年度にかけては、毎年４kｍ以上の公共下水道（管きょ）を整備し
てきました。現在も継続して整備を進めています。

17 表2-4：公共下水道の整備状況 表2-5：公共下水道の整備状況

17

17 出典：北本市公共下水道固定資産台帳（2020年度） 出典：北本市公共下水道台帳（2024年度）、北本市公共下水道固定資産台帳

18 （4）公園・緑地 （4）公園・緑地

18 　本市は、これまでに100箇所の公園を整備しています。1974年度に北本市子
供公園を整備し、1986年度には北本総合公園、1995年度には高尾さくら公
園、2012年度には北本水辺プラザ公園を整備しました。

　本市は、これまでに101箇所の公園を整備しています。1974年度に北本市子
供公園を整備し、1986年度には北本総合公園、1995年度には高尾さくら公
園、2012年度には北本水辺プラザ公園を整備しました。

18 表2-5：公園・緑地の整備状況 表2-6：公園・緑地の整備状況

18

18 出典：公園台帳（2020年度） 出典：公園台帳（2024年度）

箇所数等 備考

98本 面積：2145㎡

分　類

橋りょう

箇所数等 面積

98本 2,145㎡

分　類

橋りょう

箇所数等 備考（延長）

汚水管 － 185,087ｍ

雨水管 － 9,641ｍ

合計 － 194,728ｍ

公共下水道（建物） ポンプ場 1箇所 －

分　類

公共下水道（管きょ）

箇所数等 備考（面積）

街区公園 87箇所 79,277㎡

近隣公園 8箇所 205,000㎡

都市緑地 4箇所 33,996㎡

総合公園 1箇所 106,017㎡

100箇所 424,260㎡

分　類

公園・緑地

計

箇所数等 延長、面積

汚水管 － 188ｋｍ

雨水管 － 8ｋｍ

合計 － 196ｋｍ

公共下水道（建物） ポンプ場 1箇所 176㎡

分　類

公共下水道（管きょ）

箇所数等 面積

街区公園 88箇所 79,416㎡

近隣公園 8箇所 205,003㎡

都市緑地 4箇所 34,517㎡

総合公園 1箇所 106,018㎡

101箇所 424,954㎡

公園・緑地

分　類

計
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19 2.3.3　有形固定資産減価償却率の推移 2.3.3　有形固定資産減価償却率の推移

19 　公共施設等の有形固定資産減価償却率は資産の老朽化状況を表す指標であ
り、100％となると耐用年数に到達したことを意味しています。固定資産台帳
を整備した2016年度から算出しており、その推移については、普通会計の公
共施設、インフラ施設は毎年1.5％前後増加し、2019年度には60％を超え、顕
著な老朽化が進んでいることが分かります。このままの推移で進むと想定残
存年数は20年から30年となります。

　公共施設等の有形固定資産減価償却率は資産の老朽化状況を表す指標であ
り、100％となると耐用年数に到達したことを意味しています。
　固定資産台帳を整備した2016年度から算出しており、公共施設について
は、2023年度に新中央保育所を建設し、2024年度に旧中央保育所を解体した
ことから、直近２年間は上昇率が緩やかになっています。
　一方で、公共施設、インフラ施設いずれについても、2019年度には60％を
超えており、顕著な老朽化が進んでいることが分かります。

19 　公営事業会計の下水道施設については、2017年度に普通会計から公営事業
会計になったため、2020年度で約14％と低くなっており、毎年約３％増加し
ています。このままの推移で進むと想定残存年数は約30年となります。

　下水道施設については、2017年度に公営企業会計になったため、2024年度
で約27％と低くなっており、毎年約３％増加しています。このままの推移で
進むと想定残存年数は約24年となります。

19 図2-18：公共施設等の有形固定資産減価償却率の推移（普通会計） 図2-16：公共施設等の有形固定資産減価償却率の推移（普通会計）

19

19 出典：北本市固定資産台帳（2020年度は暫定値となります。） 出典：北本市固定資産台帳
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19 図2-19：公共施設等の有形固定資産減価償却率の推移（公営事業会計） 図2-17：公共施設等の有形固定資産減価償却率の推移（公営企業会計）

19

19 出典：地方公営企業決算状況調査 出典：地方公営企業決算状況調査

2.3.4　公共施設等に要した費用の推移

　直近15年間の市全体の投資的経費等（普通会計の普通建設事業費及び公共
下水道会計の建設改良費）の推移は以下のとおりです。2010年度から2014年
度までの５年間は、庁舎の建替えや学校の耐震改修及び大規模改修を集中し
て行ったことにより投資的経費が増加し、その財源として市債が多く発行さ
れています。
　市債残高の増加は後年度の負担を増加させ、市の財政運営も大きく圧迫す
るため、直近10年間は投資的経費等を15億円前後に抑えている状況です。
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図2-18：公共施設等に要した投資的経費等の推移（下水道事業含む）

出典：決算カード

図2-19：市債残高の推移

出典：決算カード
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20 2.3.4　公共施設延床面積の推移 2.3.5　公共施設延床面積の推移

20 　公共施設の延床面積の推移については、公共施設等総合管理計画を策定し
た際の公共施設の情報（2016年４月１日）を基準とした比較を下記に示しま
す。適正配置計画及び個別施設計画を策定中であるため、小規模な増築、既
存施設の建替えとなっています。大きな増減はないものの、微増となってい
ます。

　公共施設の延床面積の推移については、公共施設等総合管理計画を策定し
た際の公共施設の情報（2016年４月１日）を基準とした比較を下記に示しま
す。公共施設マネジメント実施計画に基づき、施設再編を進めていますが、
微増となっています。
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20 表2-6：公共施設の延床面積の推移 表2-7：公共施設の延床面積の推移

20

20 表2-7：2016年度以降に実施した主な建設関連事業

20

増減 増減割合

（2016年4月1日起点） （2016年4月1日起点）

2016（H28）4月1日現在 150,454.11㎡ － －

2016（H28) 150,621.32㎡ 167.21㎡ 100.11%

2017（H29） 151,298.87㎡ 884.76㎡ 100.59%

2018（H30） 151,377.92㎡ 923.81㎡ 100.61%

2019（R1） 151,559.46㎡ 1,105.35㎡ 100.73%

2020（R2） 151,023.13㎡ 569.02㎡ 100.38%

延床面積合計
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21 2.3.5　過去に実施した対策 2.3.6　過去に実施した対策

21 　2017年３月に本計画を策定してから実施した対策については以下のとおり
です。

　2017年３月に本計画を策定してから実施した対策については以下のとおり
です。

21 表2-8：過去に実施した対策 表2-8：過去に実施した対策
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22 2.4　将来費用の試算

22 2.4.1　公共施設等に要した費用の推移 既出につき削除

22 　直近15年間の市全体の投資的経費等（普通会計の普通建設事業費及び公共
下水道会計の建設改良費）の推移は以下のとおりです。2010年度から2014年
度までの５年間には、庁舎の建替えや学校の耐震改修及び大規模改修が集中
して行われたことで、市債が多く発行されています。この市債残高の増加は
市の財政運営を大きく圧迫しているため、直近５年間では投資的経費等を14
億円前後に抑えている状況です。

既出につき削除

22 図2-20：公共施設等に要した投資的経費等の推移 既出につき削除

22 既出につき削除

22 図2-21：市債残高の推移 既出につき削除
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既出につき削除

23 2.4.2　将来の投資可能額の検討 第３章での記載とするため、削除

23 　過去の投資的経費の平均額は、将来投資可能額の目安となるものですが、
本市においては図2-20のとおり2010年度から2014年度に多額の投資を行った
ことにより、2016年度から2020年度の過去５年間の投資的経費は低く抑えて
います。そのため、この値を将来投資可能額にしてしまうと、低くなりすぎ
てしまうため、2010年度から2014年度の大規模投資の1/30の額約4.4億円を５
年間の投資的経費の平均額約10.3億円に加えるものとし、総務省の試算ソフ
トには含まれていない河川、公園、区画整理事業の経費を投資的経費から除
いた上で、維持補修費の平均額を加えた15.1億円/年を投資的経費等平均額と
し、将来費用試算の際の比較に用います。

第３章での記載とするため、削除

23 　一方で、健全な公債費の管理の視点から推定した今後10年程度の財政上の
上限額は12.8億円/年となり、今後は、市税収入や公債費の適正な管理を勘案
し、財政上の上限額を上げていく必要があります。

第３章での記載とするため、削除

23 表2-9：会計別投資的経費の平均額（単位：千円） 第３章での記載とするため、削除
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23 第３章での記載とするため、削除

23 表2-10：維持補修費の平均額 (単位：千円) 第３章での記載とするため、削除

23 第３章での記載とするため、削除

23 表2-11：将来投資可能額の目安となる投資的経費平均額(単位：千円) 第３章での記載とするため、削除

23 第３章での記載とするため、削除

24 2.4.3　公共施設等の将来費用の試算（自然体の見込み） 第３章での記載とするため、削除

24 　今ある公共施設等を法定耐用年数で単純更新し、すべての施設を維持した
場合の向こう40年間の更新費用を推計しました。下記の試算条件に基づいた
推計値によると、40年間の更新等費用は1,024.8億円となり、1年当たり25.6
億円の経費が必要となります。この25.6億円は、過去５年間の投資的経費等
の年平均額である15.1億円を10.5億円、健全な公債費の管理の視点から推定
した今後10年程度の財政上の上限額と比較し12.8億円/年超過する結果となり
ました。

第３章での記載とするため、削除



頁 本　　　　　　　　　文 本　　　　　　　　　文
現　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　案

24 図2-22：公共施設等の将来の更新費用等の推計（自然体の見込み） 第３章での記載とするため、削除

24 第３章での記載とするため、削除

24 【試算条件】（公共施設） 第３章での記載とするため、削除

24 （省略） 第３章での記載とするため、削除

24 【試算条件】（インフラ施設） 第３章での記載とするため、削除

24 （省略） 第３章での記載とするため、削除


